
   富 士 宮 市 中 小 企 業 振 興 懇 話 会 設 置 要 綱  

 （ 設 置 ）  

第 １ 条  富 士 宮 市 に お け る 中 小 企 業 の 振 興 に 関 す る 施 策 に つ い て 、 中 小

企 業 者 、 経 済 団 体 等 、 金 融 機 関 及 び 市 が 幅 広 い 視 点 か ら 協 議 等 を 行 う

た め 、富 士 宮 市 中 小 企 業 振 興 懇 話 会（ 以 下「 懇 話 会 」と い う 。）を 設 置

す る 。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  懇 話 会 は 、 富 士 宮 市 中 小 企 業 振 興 基 本 条 例 （ 平 成 ２ ７ 年 富 士 宮

市 条 例 第 ８ 号 ） 第 １ ０ 条 に 規 定 す る 基 本 方 針 に の っ と り 市 が 策 定 し 、

及 び 実 施 す る 中 小 企 業 の 振 興 に 関 す る 施 策 に つ い て 、 協 議 及 び 意 見 交

換 を 行 う 。  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  懇 話 会 は 、 委 員 １ ５ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 依 頼 し 、 又 は 指 名 す る 。  

 ⑴  中 小 企 業 者  

 ⑵  経 済 団 体 等 関 係 者  

 ⑶  金 融 機 関 の 職 員  

 ⑷  市 の 職 員  

 ⑸  前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 者  

 （ 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 委 員 の 任 期 は 、 前 任

者 の 残 任 期 間 と す る 。  

２  委 員 の 再 任 は 、 妨 げ な い 。  

 （ 座 長 ）  

第 ５ 条  懇 話 会 に 座 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り こ れ を 定 め る 。  

２  座 長 は 、 会 務 を 総 理 す る 。  

３  座 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 座 長 が 欠 け た と き は 、 座 長 が あ ら か じ

め 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 （ 会 議 ）  

第 ６ 条  懇 話 会 の 会 議 は 、 市 長 が 招 集 し 、 座 長 が 議 長 と な る 。  



２  議 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 会 議 に 委 員 以 外 の 者 の 出 席 を

求 め 、 意 見 若 し く は 説 明 を 聴 き 、 又 は 必 要 な 資 料 を 求 め る こ と が で き

る 。   

 （ 庶 務 ）   

第 ７ 条  懇 話 会 の 庶 務 は 、 産 業 振 興 部 商 工 振 興 課 に お い て 処 理 す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 懇 話 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 ４ 年 １ １ 月 ３ ０ 日 副 市 長 決 裁 ）  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 ７ 年 ５ 月 ８ 日 副 市 長 決 裁 ）  

 こ の 要 綱 は 、 副 市 長 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


